
判
現
住
所

出
生
地

1裁 判 所
【

1丁
一

〃
六
二
一
○
二
○
司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

ｉ
‐
ｃ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ
ｊ
’
Ｊ
１
１
Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
１
ｊ
ｌ
，
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
・
１
０
↓
‐
’
１
‐
‐
‐
，
『
１
１
１
‐
‐
！
．
‐
・
’
１
０
●
’
ｆ
ｌ
ｊ
Ｉ
１
Ｔ

″
六
二
四
一
一
司
法
修
習
生
を
命
ず
る

－

１

ｌ

平
成
二
四
三
司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

″

″

一
○
判
事
補
に
任
命
す
る

″

″

″

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

″

五
四
一
○
簡
易
裁
判
所
判
事
に
兼
ね
て
任
命
す
る

″

″

″

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
・
す
る

″

七
四
一
釧
路
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

年
号
月
日

本
籍

〃

！

’五
九
三
一
二
八
東
京
大
学
法
学
部
卒
業

’

I

事

’

’

か
さ
い

氏
名
笠
井

出
生
の

昭
和
三
十
三
年
五
月
二
十
一
日

年
月
日
旧
氏
名
一
１
１
１

項
庁
名

I

｜
I

’
4

ｺ

司
法
試
験
管
理
委
員
会

最
高
裁
判
所

内
、
閣

最
高
裁
判
所

内
閣

最
高
裁
判
所

Ⅱ
Ⅱ
Ｍ
■
■
■
Ｒ
ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｊ
Ｉ
“
Ⅲ
ｒ
Ｉ
Ⅲ
Ｄ
Ｉ
Ｉ
Ⅱ
川
１
１
‐
１
ｌ
ｆ
Ｉ
Ｈ
叩
Ｄ
ｒ
・

Ｉ

〃

之：

彦珍
些一

１
１
１
上



一
裁
卦

ｒ
ｌ
Ｉ
Ｌ

一
－
１

一･－－‐塁一一異

一
平
成
七

一一 一コ凸争､ 画一や晦二I■■■■ー、。ー一一二一＝一ーー再々099軍凸－－－

1〃 〃

一一

三！○

〃 〃〃

１

１

１

Ｉ

蒋

号
月
日
一
庁

事

項

釧
路
地
方
裁
判
所
帯
広
支
部
勤
務
を
命
ず
る

兼
ね
て
釧
路
家
庭
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

九
一
二
八
東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

。
■
８
９
６
▲
ｒ
ｌ
Ｉ

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

四
一
検
・
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
付
に
充
て
る

″

″

法
制
審
議
会
幹
事
に
併
任
す
る

四
一
○
法
制
審
議
会
幹
事
の
併
任
を
解
除
す
る

六
中
央
省
庁
等
改
革
の
た
め
の
国
の
行
政
組
織
関
係
法
律
の
整

四
一
○

ー

釧
路
家
庭
裁
判
所
帯
広
支
部
勤
務
を
命
ず
る

帯
広
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に

よ
り
判
事
の
職
務
を
行
わ
し
む
る
者
に
指
名
す
る

条
の
規
定
及
び
平
成
一

関
す
る
法
律
（
平
成
一
一
年
法
律
第
一
○
二
号
）
附

条
の
規
定
及
び
平
成
一
二
年
一
一
月
一
五
日
付
け
法

■
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｒ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
０
Ｉ
Ｉ
リ
ロ
ロ
ロ
ー
■
Ｉ
■
Ｉ
■
■
Ｉ
■
０
■
Ｉ
■
‐
●
‐
‐
‐
‐
－
１
１
‐
‐
‐
‐
‐
‐
し
‐
０
畝
７
■
■
■
■
・
」
，
０
，
１
，
口
■
■
■
■
■
■
。
Ｄ
■
■
■
■
ロ
ロ
、
■
一
■
■
■
。
■
Ｉ
ロ
ー
■
■
■
■
ロ
■
■
■
６
．
．
１
１
１
‐
ざ
。
Ｉ
・
Ｉ
？
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

及
び
平
成
一
二
年
一
一
月

，
‐
‐
‐
，
‐
’
．
●
．
』
’
卿
蝋
，
．
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
’
．
、
鰯
』
・
●
‐
卿
９
』
画
ｒ
』
■
■
■
■
・
甲
０
Ｊ
伽
。
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
、
一
■
■
■
■
■
■
■
■
■
画
一
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｐ
０
ｄ
ｐ
ｒ
４
Ｑ
■
■
。
‐
Ｊ
Ｑ
■
■
■
・
口
Ｆ
ｕ
？
■
■
■
■
■
■
■
■
■
い
Ｌ
ｏ
い
‐
４

。
０
１
０
▲
０
１
９
０
■
１
８
ｑ
１
０
■
■
Ｕ
Ｇ
９
ｑ
ｊ
■
■
■

I

法
務
省

最
高
裁
判
所

〃 〃 〃 〃

■
９
６
●
■
０
９
卜
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

ト

I

11

’ シ
’ ．'-

名
汚
壼
ゞ
．
Ｉ

・
■
■
■
■
・
１
！
４
１
－



《
上
年
号
月
日

事
項

一
所
《

務
省
秘
企
第
九
一
九
号
法
務
大
臣
官
房
秘
書
課
長
依
命
通
知

一
判
三
一
に
よ
り
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
付
は
法
務
省
大
臣
－
１

官
房
司
法
法
制
部
付
と
な
っ
た

一
或
一－－－に毒3工’

Ｐ
１
１
Ｕ
：
！
●
１
０
１
０
，
’
・
’
・
Ｉ
Ｌ
ｒ
ｏ
０
Ｄ
０
Ｉ
’
０
Ｂ
Ｄ
Ｄ
０
’
０
１
１
１
●
１
，
１
．
‐
も
４
６
■
●
●
０
口
Ｂ
Ｂ
Ｂ
■
凸
■
９
９
，
０
１
８
呂
日
且
■
可
９
０
■
■
■
且
■
凸
■
■
■
■
■
■
且
■
■
Ｏ
Ｄ
Ｄ
Ｄ
９
９
０
■
０
口
咽
０
■
Ｕ
ザ
‘

－－一 Dー.ーやーーﾏ 9－－一

〃 ｜ 〃 平
成
４
三
七
一
内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
に
併
任
す
る

″

″

〃
内
閣
官
房
司
法
制
度
改
革
推
進
準
備
室
室
員
を
命
ず
る

″

二
一
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
事
務
局
局
員
に
併
任
す
る

〃 〃 〃〃 〃〃

’

一
一
ハ
一
一

″

″
企
画
官
を
免
ず
る

一
二
六
内
閣
事
務
官
（
内
閣
官
房
副
長
官
補
付
）
の
併
任
を
解
除
す

る

″

″

判
事
に
任
命
す
る

″
．
〃
東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

一
七
四
一
簡
易
裁
判
所
判
事
に
兼
ね
て
任
命
す
る

ﾉノ 〃

″

企
画
官
を
命
ず
る

三
○
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
事
務
局
局
員
の
併
任
は
終
了
し
た

〃

１
１
Ｉ

内
閣
官
房
司
法
制
度
改
革
推
進
準
備
室
室
員
を
免
ず
る

0

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
凸
■
■
■
■
Ｉ
■
■
■
■
Ｂ
Ｈ
Ｒ
■
１
６
皿
■
■
５
０
且
０
■
■
Ⅱ
ｌ
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｉ
０
Ｇ
汀
■
Ⅱ
８
０
■
■
■
■
■
■
ｐ
‐
６
■
Ｆ
Ｉ
Ｐ
Ｆ
ｆ
１
０
Ｉ
ｄ
９
０
・
■
■
■
ｑ
ｑ
Ｊ
ｄ
ｂ
ｈ
’
６
■
Ｄ
Ｉ
ｅ
■
‘
‐
■
Ｕ
１
■
■
■
■
■
■
■
ｆ
■
■
■
■
■
■
。
・
１
６
ｔ
‐
４
Ａ
■
■
■

．▼

９
－

内
閣

ｊ″Ｆ
１
一
最
高
裁
判
所

■
９
↑
恥
巌
，
，
ｄ
ｊ
ａ
ｒ
ｏ
ｂ
０－
内
閣

｜ 〃司
法
制
度
改
革
推
進
本
部

内
閣

内司
法
制
度
改
革
推
進
本
部

■
■
■
巳
■
■
日
■
■
■
■
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
日
日
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
０
１
口
■
■
卜

〃 〃

庁
名

Ｉ
■
■
■
ロ
！
■
且
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｐ
４
９
ｑ
■
■
■
■
■
■
‐
ｒ
１
１
‐
ｈ
ｊ
ｊ
‐
且
■
■
０
■
■
■
■
■
■
・
■
■
■
■
日
■
■
７
‐
‘
Ｉ
４
ｌ
ｆ
Ｄ
Ｕ
凸
１
日
Ⅱ
Ⅱ
７
４
４
１
■
８
０
■
■
■
■
■
■
■
■
■
・
ｈ
Ｄ
ロ
ー
■
■
Ｕ
Ｂ
Ｄ
Ｇ
・
グ

閣

’
一

彦’
4

－一一一一 一 今ー 一一一 ー ー



…卜 b ＝~ 1． 二足. 李 三 二二

所
一･ザ弾一一一

"■一J〃

|
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|凝り
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〃 平
成
七
四
一
旭
川
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

年〃 〃 〃 〃 〃

■
■
１
日
９
６
■
●
■
■
Ｌ
凸
■
■
Ｕ
▲
■
■
■
■
■
＆
■

－－

も 二

○九 八 号
月
一
日

〃

四
一
東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

一
一
一
四
司
法
試
験
委
員
会
幹
事
に
任
命
す
る

″

旭
川
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

△
一
・
○
●
，
■
『

四

一
部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

一
部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

一
部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

型
■
■
可
が
一
Ｆ
、
■
即
■
Ｊ
Ｊ
Ｃ
↑
１
１
１
１
己
。

。
‐
■
■
■
一
■
■
■
『
Ⅱ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｊ
■
■
■
■
『
。
■
■
Ｔ
ａ
－
■
■
Ｊ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｅ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
０
，

兼
ね
て
旭
川
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

’ ■
■
ワ
凸
■
５
。
。
《
■
■
Ⅱ
Ｂ
ｑ
ａ
日

ザ
ニ
■
■
■
■
■
■
『
Ｆ
■
ｑ
●
Ｇ
・
■
■
■
■
Ｊ
Ｂ
■
■
Ｄ
Ｂ
■
》
●
■
■
■
■
■
Ｄ
◆
●
■
■
■
■
▽

１
１

事

ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ

I

’ １
１

項
ｇ
■
■
■
■
』
■
■
■
Ｉ
Ｊ
Ｉ
ｐ
Ｌ
■
■
■
Ｕ
■
■
■
９
０
■
ｒ
０
ｑ
０
Ｔ
『
４
日

４
■
■
６
■

１
１
１ 一
最
高
裁
判
所

ー

最
高
裁
判
所

法
務
省

最
高
裁
判
所

法
務
省

〃 〃 〃 〃〃〃

Ｉ
Ｉ
ｉ

０
回
■
Ⅱ
■
■
９
，
台
。
■
，
且
■
■
Ｕ
●
■
■
■
Ｒ
■
■
●
〃
や
ｂ
Ｄ
凸
旬
Ｑ
▼
Ｂ
旬
日
Ｇ
■
。
△
も
。
■
〃
』
■
■

Ｕ
０
４
４
口
口
上
■
甲
且
■
▼

凸
ｂ
ｂ
■
■

笠
井
之
彦

庁
名

’
’
１
０
１
１
，
６
１
１

１
１
１

1
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〃 、〃 〃 〃

｜
･

’
一

一

｜指

、 一一一一一一一一一

〃

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
経
理
局
長
を
命
ず
る

一
令
和
一
一
五
一
一
簡
易
裁
判
所
判
事
に
兼
ね
て
任
命
す
る

平
成
年

一
一
一
ハ ロ
万

〃 ｜ 〃〃 一
一
一 月

日

一
ハ

一一

'三一
ー

一

九

〃 〃

１
１

一
ハ

一

裁
判
所
法
第
四
十

凸
日
日
■
○
日
Ⅱ
Ⅱ
日
夕
ｈ
ｐ
０
Ｕ
６
２
０
１
１
ｈ
０
△
、
△
Ｂ
■
凸
Ｄ

！
Ｉ
６
α
■
■
■
■
Ｂ
■
■
■
■
■
■
ｒ
０
Ｉ
Ｂ
Ｂ
Ⅱ
■
Ｂ
Ⅱ
ｑ
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
ｒ
Ｄ
Ｆ
。
■
Ⅱ
Ⅱ
日
Ｐ
“
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
１
０
可

１
１
１
１

I
部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
の
指
名
を
解
く

兼
ね
て
甲
府
家
庭
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
経
理
局
長
を
免
ず
る

甲
府
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

同
時
に
兼
官
た
る
簡
易
裁
判
所
判
事
退
官
と
な
る

判
事
に
任
命
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す

Ｉ

１

１

１

ｊ０

－
１
１

に
つ
き
任
期
終
了

甲
府
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

事

条
第 る
者
に
指
名
す
る

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
凸
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
且
■
■
■
■
■
■
■
■
■
９
か
■
■
■
■
■
■
７
口
■
９
４
■
８
６
１
口
■
１

一
一
一

項
の
規
定
に
よ
り
本
官
た
る
判
事

１
１
１

Ｏ
Ｉ
７
６
Ｂ
ｆ
ｊ
１
Ⅱ
■
９
１
Ｊ
■
且
Ｉ
Ｉ
Ｔ
ｔ
Ｉ
１
４
５
１
ｌ
０
８
ｇ
Ｈ
Ｉ
Ｊ
ニ
ー
〃
■
■
■
８
９

ｆ
ｌ

０
０
０
６
Ｊ
▲
日
日
６
９
６
０

ｉ
０
Ｉ
０
Ｂ
Ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｌ

■
■
己
■
■
■
■
■
■
ｄ
ｌ

も
。

日
■
・
‐

１
１
１
１
０
●
６
４
ｌ
ｌ
Ｉ
０
ｕ
９
６
Ｉ
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

４
４
‐
・
■
■
Ⅱ
Ｂ
Ｆ
ｑ
ｑ
４
４
１
１
Ｂ
８
■
９
０
２
８
日
’
０
日
’
且
■
■

‐
‐
Ｐ
‐
■
Ⅱ
■
■
■
■
０
‐
，

、
■
■

項

１
１ ｜

｜
内I 一

庁
最
高
裁
判
所

内 最
高
裁
判
所

〃 〃 ！
」
罐

１

１
ｆ
ｌ
ｌ
ｌ

I

井
之
彦

‐
“
■
Ｉ
▲
，
△
伊
田
．
■
■
■
■
＆
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
・

・
■
■
■
■
■
■
■
且
岫
口
。
ｄ
，
．
。
Ｕ
』
，
ｌ
０
ｒ
Ｊ
，
。
■
■
■
◇

‐？

‐

０

１

１

・

↓

ｉ

１

今

名

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ

，閣 閣Ｉ
■
■
■
■
■
Ｆ
Ｄ
■
■
■
■
９
１
５
０
ｂ
■
凸
守

１
１

１
１

I

１
１
１
１

１
１
１

１

１
１

一一一一 一ら→ 一
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